
伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 助 成 金 交 付 要 綱  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て 雨 水 貯 留 施 設 設 置 助 成  

 金 （ 以 下 「 助 成 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ と に よ り ， 伊 丹 市 内  

 の 住 宅 に 雨 水 貯 留 施 設 の 設 置 を 促 進 し ， 雨 水 の 流 出 抑 制 及 び 有 効  

 利 用 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， 当 該  

 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (１) 雨 水 貯 留 施 設  住 宅 の 屋 根 か ら の 雨 水 を 集 水 し て 貯 留 す る 施  

  設 （ 付 属 品 を 含 む 。 ） を い う 。  

 (２) 対 象 住 宅  市 内 に 住 居 と し て 使 用 し て い る 住 宅 （ 集 合 住 宅 ，  

  店 舗 等 の 兼 用 住 宅 及 び 建 築 予 定 の も の も 含 む 。 ） を い う 。  

 （ 助 成 対 象 者 ）  

第 ３ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 と な る 者 は ， 対 象 住 宅 に 雨 水 貯 留 施 設 を  

 設 置 す る 者 と す る 。 た だ し ， 次 に 掲 げ る 者 は 除 く 。  

 (１) 国 ， 地 方 公 共 団 体 ， そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 団 体  

 (２) 移 転 補 償 等 機 能 回 復 に よ り 雨 水 貯 留 施 設 を 設 置 す る 者  

 (３) 販 売 目 的 で 所 有 す る 対 象 住 宅 に 雨 水 貯 留 施 設 を 設 置 す る 者  

 (４) 当 該 雨 水 貯 留 施 設 に 対 し て ， こ の 要 綱 以 外 の 補 助 や 交 付 金 を  

  受 け る 者  

 (５) 前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か ， 伊 丹 市 上 下 水 道 事 業 管 理 者 （ 以 下  

  「 管 理 者 」 と い う 。 ） が 助 成 金 の 交 付 を 不 適 当 と 認 め た 者  

２  助 成 金 の 交 付 は ， 同 一 住 宅 に つ い て ， 原 則 と し て １ 回 限 り と す  

 る 。  

 （ 助 成 対 象 施 設 ）  

第 ４ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 と な る 雨 水 貯 留 施 設 は ， ８ ０ リ ッ ト ル 以  

 上 の 容 量 を 有 し た も の で ， １ 家 屋 に つ き １ 基 と す る 。 た だ し ， 次  

 に 掲 げ る も の は 除 く 。  

 (１) 既 に 助 成 金 を 受 け た こ と が あ る 雨 水 貯 留 施 設 を 作 り 替 え よ う  



  と す る も の  

 (２) 浄 化 槽 転 用 型 な ど 雨 水 貯 留 施 設 を 改 造 等 に よ り 設 置 す る も の  

 (３) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 管 理 者 が 助 成 金 の 交 付 を 不 適 当  

  と 認 め た も の  

 （ 助 成 金 額 ）  

第 ５ 条  助 成 金 の 額 は ， 雨 水 貯 留 施 設 の 購 入 費 及 び 工 事 費 の 総 額 の  

 ２ 分 の １ 以 内 と し ， ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 限 度 と す る 。 た だ し ， １ ，  

 ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は ， そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の  

 と す る 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。  

 ） は ， 雨 水 貯 留 施 設 を 購 入 す る 前 に ， 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 助  

 成 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に ， 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 え て 管  

 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (１) 誓 約 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 (２) 雨 水 貯 留 施 設 の 構 造 図 （ パ ン フ レ ッ ト 可 ）  

 (３) 排 水 平 面 図 （ 連 棟 の 方 の み ）  

 (４) 雨 水 貯 留 施 設 の 設 置 場 所 や 縦 樋 の 位 置 が わ か る 図 面 （ 連 棟 の  

  方 の み ）  

 （ 助 成 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  管 理 者 は ， 助 成 金 の 交 付 申 請 が あ つ た と き は ， 当 該 申 請 に  

 か か る 書 類 等 を 審 査 及 び 助 成 の 適 否 を 決 定 し ， 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施  

 設 設 置 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） 又 は 伊 丹 市 雨 水 貯 留  

 施 設 設 置 助 成 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り ， そ の 旨  

 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  管 理 者 は ， 前 項 の 助 成 金 の 交 付 及 び 交 付 額 を 定 め る 場 合 に お い  

 て ， 助 成 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 条 件 を 付 す る 必 要 が あ る  

 と 認 め た と き は ， 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付  

 決 定 者 」 と い う 。 ） は ， 決 定 の 通 知 後 ， 速 や か 設 置 に 取 り か か る  



 も の と す る 。  

 （ 申 請 内 容 の 変 更 等 ）  

第 ８ 条  交 付 決 定 者 が ， 第 ６ 条 の 申 請 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き  

 は ， 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 管 理 者  

 に 提 出 し ， 予 め 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 完 了 報 告 ）  

第 ９ 条  交 付 決 定 者 は ， 設 置 工 事 が 完 了 し た と き ， 当 該 年 度 の １ ２  

 月 末 日 ま で に ， 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 完 了 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号  

 ） に ， 次 に 掲 げ る 書 類 等 を 添 え て 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な  

 い 。  

 (１) 領 収 書 （ 原 本 ）  

 (２) そ の 他 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  交 付 決 定 者 は ， 設 置 工 事 が 前 項 に 規 定 す る 期 日 内 に 完 了 し な い  

 場 合 又 は そ の 実 施 が 困 難 と な っ た 場 合 は ， 速 や か に 管 理 者 に 報 告  

 し ， そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 助 成 金 の 確 定 ）  

第 １ ０ 条  管 理 者 は ， 前 条 の 完 了 報 告 書 を 受 理 し た と き は ， そ の 内  

 容 の 審 査 及 び 完 了 検 査 を 行 い ， 交 付 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た  

 条 件 に 適 合 す る と 認 め た と き は ， 助 成 金 の 額 を 確 定 し ， 伊 丹 市 雨  

 水 貯 留 施 設 設 置 助 成 金 交 付 確 定 金 額 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り  

 交 付 決 定 者 に 対 し 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 助 成 金 の 請 求 及 び 交 付 ）  

第 １ １ 条  交 付 決 定 者 は ， 前 条 の 通 知 書 を 受 け た と き は ， 速 や か に  

 伊 丹 市 雨 水 貯 留 施 設 設 置 助 成 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） を 管 理  

 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  管 理 者 は ， 前 項 の 請 求 書 が 提 出 さ れ た と き は ， 速 や か に 助 成 金  

 を 交 付 す る も の と す る 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ２ 条  管 理 者 は ， 交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る  

 と 認 め た と き は ， 助 成 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  



 (１) 偽 り ， そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 助 成 金 の 交 付 決 定 を 受 け よ う  

  と し た と き 。  

 (２) 助 成 金 交 付 決 定 に 付 さ れ た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

 (３) そ の 他 こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

 （ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 １ ３ 条  管 理 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 助 成 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り  

 消 し た 場 合 に お い て ， 既 に 助 成 金 が 交 付 さ れ て い る と き は ， 期 限  

 を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

 （ 管 理 義 務 等 ）  

第 １ ４ 条  交 付 決 定 者 は ， 当 該 雨 水 貯 留 施 設 の 定 期 的 な 清 掃 及 び 点  

 検 を す る な ど 適 正 に 維 持 管 理 し ， 交 付 を 受 け た 日 か ら ７ 年 以 上 存  

 続 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

２  交 付 決 定 者 は ， 第 １ 条 の 目 的 に 反 し て 使 用 ， 譲 渡 ， 交 換 ， 貸 し  

 付 け ， 又 は 担 保 に 付 し て は な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 交 付 決 定 者 が ， や む な く 当 該 雨 水 貯  

 留 施 設 を 第 三 者 に 譲 渡 等 し な け れ ば な ら な い と き は ， そ の 旨 を 管  

 理 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 ま た ， 故 障 等 に よ り ７ 年 間 の 存  

 続 が で き な く な っ た 場 合 も 同 様 と す る 。  

４  交 付 決 定 者 は ， 当 該 雨 水 貯 留 施 設 の 設 置 場 所 を 変 更 し て は な ら  

 な い 。  

５  故 障 や 修 理 が 必 要 な 場 合 は ， 交 付 決 定 者 の 責 任 及 び 負 担 で 行 わ  

 な け れ ば な ら な い 。  

６  施 設 の 異 常 等 に よ り ， 第 三 者 に 損 害 等 を 負 わ せ た 場 合 は ， 交 付  

 決 定 者 の 責 任 及 び 負 担 で 問 題 を 解 決 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 現 地 調 査 ）  

第 １ ５ 条  管 理 者 は ， 助 成 事 業 を 適 正 に 執 行 す る た め ， 必 要 に 応 じ  

 て 工 事 の 施 工 状 況 及 び 竣 工 後 の 維 持 管 理 を 現 地 に お い て 調 査 す る  

 こ と が で き る 。  

 （ 細 則 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 助 成 金 の 交 付 に 関 し 必 要  



 な 事 項 は ， 管 理 者 が 別 に 定 め る も の と す る 。  

 付 則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付 則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付 則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



様式第１号（第６条関係） 

 

伊丹市雨水貯留施設設置助成金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

伊丹市上下水道事業管理者 

       様 
 

 

 

 

  下記により，伊丹市雨水貯留施設設置助成金の交付を受けたいので，関係書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

申請者の住所 〒 

申請者の氏名 (※) 電 話 番 号 (      )        － 

設置場所（申請者住所と同じ場合は“同上”と記入） 

 伊丹市                      

建 物 形 態 （該当する項目に○を） 持ち家・賃貸・建築中・兼用住宅・ 

製品名(予定)  購 入 予 定 金 額 円 

タ ン ク 容 量 ℓ 設置完了予定時期    年  月  日 

電話番号は平日の 9 時～17 時に連絡のつく連絡先として下さい。 

（携帯可，職場などの場合はその旨記載下さい） 

(※)本人（代表者）が自署しない場合は，記名押印してください。 

 

※ 添付書類 

１ 誓約書 （様式第２号） 

２ タンクのパンフレット等（値段が記載されたもの） 

３ 工事費の見積書（工務店などの設置工事がある場合） 

４ （連棟の方のみ）排水平面図 （設置場所や縦樋の分かるもの） 



様式第２号（第６条関係） 

 

誓 約 書 

 

  年  月  日 

 

伊丹市上下水道事業管理者 

        様 
 

 

                                     申請者 住  所 

名  前             (※) 

(※)本人（代表者）が自署しない場合は，記名押印してください。 

電話番号 

 

 

 

  伊丹市雨水貯留施設設置助成金の交付申請にあたり設置する雨水貯留施設には異常がな

いことを確認するとともに，工事完了後は雨水貯留施設を適正に維持管理し，効用発揮，

事故防止，安全対策に努めることを誓約します。 

  また，本申請に係る雨水貯留施設に起因して発生する問題・事故等に関しては，いっさ

いの賠償責任を負います。 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

第      号 

  年  月  日 

 

伊丹市雨水貯留施設設置助成金交付決定通知書 

 

 

  様 

 

伊丹市上下水道事業管理者  

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった伊丹市雨水貯留施設設置助成金について，

伊丹市雨水貯留施設設置助成金交付要綱第７条第１項に基づき，下記のとおり交付決定し

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 交付予定金額    金       円 

   (交付予定金額は申請額の２分の１で千円未満切捨て，上限３万円です) 

 

２ 今後の注意 

 （１）助成対象者は速やかに設置に取り掛かること。 

 （２）工事は，助成対象者の責任において行うこと。 

（３）設置の計画を変更しようとするときは，伊丹市雨水貯留施設設置変更申請書（様

式第５号）を提出し，その承認を得ること。 

（４）設置完了後は伊丹市雨水貯留施設設置完了報告書（様式第６号）及び添付書類

を今年度１２月末日までに速やかに提出すること。 

（５）領収書には年月日と商品名が入っていること。 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

第      号 

  年  月  日 

 

伊丹市雨水貯留施設設置助成金不交付決定通知書 

 

 

                   様 

  

伊丹市上下水道事業管理者  

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった伊丹市雨水貯留施設設置助成金については、

下記の理由により交付できないので通知します。 

 

 

記 

 

（交付できない理由） 

 

・貯留量が足りない 

伊丹市内への設置でない 



様式第５号（第８条関係） 

 

伊丹市雨水貯留施設設置変更申請書 

 

  年  月  日 

 

伊丹市上下水道事業管理者 

       様 
 

                                      申請者 住  所 

                                           名  前                  (※) 
                       (※)本人（代表者）が自署しない場合は，記名押印してください。 

                                             電話番号 

 

 

     年  月  日付け       第    号で交付決定のあった伊丹市雨

水貯留施設設置助成金に係る設置等を下記のとおり変更したいので届け出ます。 

 

 

記 

設置等場所 伊丹市 

 

 

 

 

 

 変更事項・内容  

及び変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 必要がある場合には，図面等，添付書類を付けてください。 



様式第６号（第９条関係） 

 

伊丹市雨水貯留施設設置完了報告書 

 

  年  月  日 

 

伊丹市上下水道事業管理者 

       様 
 

                                        申請者 住  所 

                                             名  前                (※) 
                       (※)本人（代表者）が自署しない場合は，記名押印してください。 

                                              電話番号 

 

 

 伊丹市雨水貯留施設設置助成金に係る設置が完了しましたので，報告します。 

 

記 

 

 設 置 場 所        伊丹市 

 貯留槽の形式   容量      リットル ↓この下欄には何も記入しないで下さい↓ 

 購 入 価 格  金          円  

 設 置 完 了 日     年  月  日   交付決定日      年  月  日 

 検 査 希 望 日 時 第一希望    年  月  日  時頃 

第二希望    年  月  日  時頃 

第三希望    年  月  日  時頃 

添 付 書 類       

 

 

 

（１）領収書（原本） 

（２）その他管理者が必要と認める書類 

 

・ 検査日は平日の１０時～１７時とする。 

 



様式第７号（第１０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

伊丹市雨水貯留施設設置助成金交付確定金額通知書 

 

 

      様 

 

伊丹市上下水道事業管理者  

 

 

 

     年 月 日付けで完了報告のあった伊丹市雨水貯留施設設置助成金について、

伊丹市雨水貯留施設設置助成金交付要綱第１０条に基づき、下記のとおり確定します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付確定金額      金      円 

   (交付確定金額は申請額の２分の１で千円未満切捨て、上限３万円です) 

 

２ 交付にあたっての注意 

 （１）維持管理は、助成対象者の責任において行うこと。 

 （２）雨水以外のもの及び清浄な機能を阻害するようなものを貯留施設に流入させない

こと。 

 （３）良好な状態を確保するため貯留施設の点検を定期的に行うこと。 

 （４）貯留施設の底部に土砂が堆積するため、年１回以上土砂を除去すること。 

 



様式第８号（第１１条関係） 

  年  月  日 

 

伊丹市上下水道事業管理者 

       様 
 

                                  申請者 住  所 

                                       名  前                     (※) 

                             (※)本人（代表者）が自署しない場合は，記名押印してください。 

                                          電話番号 

 

 

伊丹市雨水貯留施設設置助成金交付請求書 

 

 

 

 伊丹市雨水貯留施設設置助成金を下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

１ 請求金額                 金        円 

 

２ 振 込 先                      金融機関名：              支店 

 

                                  預金の種目：  普通・当座          

 

                                  口座番号     ：                  

                                  （フリガナ） 

                                  口座名義人：                 

 

 

 

請求金額は交付確定金額と同一とすること。 

口座名義人はかならず申請者と同一のものを記入下さい。 

 


